
武豊町三世代同居等促進補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、三世代による同居又は近居を促進することで、

子育てや介護における不安及び 負担を軽減する環境を形成し、定

住の促進と地域の活性化を 目的として、三世代同居又は三世代近

居となる者に対して交付する 武豊町 三世代同居等促進補助金（以

下「補助金」という。）に関し、武豊町補助金等交付規則（昭和 49

年規則第 12号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

（１）居住  本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。  

（２）子  本町に転入し、又は町内の賃貸住宅から転居し、かつ

三世代同居又は三世代近居をする者をいう。  

（３）親  子の父又は母（義理の父又は母を含む。）及び武豊町

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱（令

和６年告示第 19号）に基づき宣誓をした子又は子のパートナ

ーの尊属でファミリーシップ関係にある者をいう。  

（４）孫  第８条の規定による交付申請の日（以下「交付申請

日」という。）において、子に扶養されている 15歳に達する

日以後の最初の３月 31日までの間にある者をいう。  

（５）子世帯  子と孫を構成員とする世帯をいう。  

（６）親世帯  親を構成員とする世帯をいう。  

（７）世帯構成員  子世帯及び親世帯の構成員をいう。  

（８）三世代同居  親世帯と子世帯の構成員が、同一建物又は同

一敷地内で居住することをいう。  

（９）三世代近居  親世帯と子世帯の構成員が、町内の同一でな

い敷地に居住することをいう。  

（ 10）リフォーム  住宅の修繕、模様替え又は機能性向上のため

の改修のために行う工事をいう。  



 （補助対象者）  

第３条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）

は、三世代同居又は三世代近居をする者であって、補助の対象と

なる住宅（以下「補助対象住宅」という。）の新築、購入、増築、

改築又はリフォーム（以下「新築等」という。）をした者とする。 

 （補助対象住宅）  

第４条  補助対象住宅は、次に掲げる要件を満たすものとする。  

（１）補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

の単独名義又は申請者を含む共同名義で、所有権保存登記又

は所有権移転登記をした住宅であること。  

（２）令和５年４月１日以降の契約に基づき新築等をする住宅で

あること。  

（３）建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他の法令に基づき

適正に建築された住宅であること。  

（４）建築基準法施行令の一部を改正する政令（昭和 55年政令第

196号）による改正後の建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338

号）の施行日以後に建築確認を受けた住宅又は交付申請時ま

でに同令による耐震性が確保されていることが証明できる住

宅であること。  

（５）交付申請時の世帯の人数 に応じた最低居住面積水準（住生

活基本法（平成 18年法律第 61号）に基づき策定された住生活基

本計画において定められている最低居住面積水準をいう。）以

上の住戸専用（専有）面積の住宅であること。  

（６）賃貸を目的とするものでないこと。  

（７）公共工事における移転補償等の補填を受けていないこと。  

（８）新築等に係る費用に対し、 本町の他の 補助金の交付を受け

ていないこと。  

 （補助要件）  

第５条  補助対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。  

（１）子世帯が町内から補助対象住宅へ転居している場合にあっ

ては、補助対象住宅の新築等に係る工事請負契約又は売買契

約をする日において、子世帯が自ら賃貸借契約を締結する賃



貸住宅に居住し、又は勤務先に対し家賃相当額を支払って居

住していること。  

（２）子世帯の全員が、新築等に係る工事請負契約又は売買契約

をした日前１年間において、三世代同居をしていないこと。  

（３）親世帯が交付申請日前３年以上継続して居住していること。

ただし、この要件に適合させることが適当でないと町長が認

める場合はこの限りでない。  

（４）交付申請時において、三世代同居にあっては子世帯の構成

員全員が親世帯の構成員とともに 補助対象住宅 に居住してい

ること、三世代近居にあっては子世帯の構成員 全員が補助対

象住宅に居住していること。ただし、療養、転勤、通学その他

の理由により世帯構成員の一部が三世代同居又は三世代近居

できないと町長が認める場合はこの限りでない。  

（５）世帯構成員 のうち納税義務のある者全員が町税（転入者に

あっては、転入前の市町村における市町村税をいう。）を滞納

していないこと。  

（６）補助金の認定に係る 世帯構成員の全員が、交付申請日にお

いて生活保護法（昭和 25年法律第 144号）に基づく扶助を受け

ていないこと。  

（７）親世帯と子世帯が、町内のいずれかの区に加入すること（同

一の世帯として加入する場合も含む。）。  

（８）世帯構成員の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する

暴力団員でないこと。  

（補助対象経費）  

第６条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）は、補助対象住宅の新築等に係る工事請負契約金額又は売買

契約金額のうち申請者が支払った費用とする。ただし、リフォー

ムにおいて次に掲げる費用は補助対象経費としない。  

（１）家具又は家庭用電気機械器具等の購入及び設置に係る費用  

（２）門、塀その他の外構工事に係る費用  

（３）物置、車庫等の購入及び設置に係る費用  



 （補助金の額）  

第７条  補助金の額は補助対象経費の額とし、その額が 10万円を超

える場合には 10万円を限度とする。  

２  前項の規定にかかわらず、新築等に町内に本社を有する法人又

は町内に住所を有する個人事業者を利用する場合 、前項各号に定

める額に 20万円を加算した額を限度とする。  

 （交付申請）  

第８条  申請者は、三世代同居又は三世代近居を開始した日から起

算して６か月以内に、武豊町三世代同居等促進 補助金交付申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、 申請する年度の２月

末日までに町長に提出するものとする。  

（１）三世代の関係を証明できる書類  

（２）世帯構成員全員の 、交付申請日における住所 を確認できる

書類  

（３）第５条第１項第１号に該当する場合には、その事実を確認

できる書類  

（４）子世帯の全員が、新築等に係る工事請負契約又は売買契約

をする日前１年間において、親世帯と同一建物又は同一敷地

内に居住していないことが確認できる書類  

（５）親世帯が、交付申請日において町内に３年以上居住してい

ることを確認できる書類  

（６）新築等に係る契約書の写し（費用の内訳が分かるもの）  

（７）前号の契約に係る支払を確認できる書類  

（８）補助対象住宅の登記事項証明書（写し可）  

（９）新築等が適正に施工されたことを証する書類 （リフォーム

にあっては、施工内容が確認できる書類（図面、写真等））  

（ 10）補助対象住宅の所在地及び住戸専用面積を確認できる書類  

（ 11）三世代近居の場合にあっては、子世帯と親世帯の住居の位

置を示した位置図  

（ 12）納税義務のある世帯構成員全員の、町税の滞納が無いこと

を証明する書類。町外からの転入者にあっては、転入前の市町

村における市町村税の滞納が無いことを証明する書類  



（ 13）第５条第１項第４号ただし書きに該当する場合にあっては、

その旨を記載した理由書  

（ 14）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類  

２  前項の規定にかかわらず、本町が保有する公簿により確認する

ことができるものについては、申請者の同意に基づいてその公簿

により確認し、書類の添付を省略することができる。  

 （交付の決定）  

第９条  町長は前条の規定により提出された申請書を審査し、補助

金の交付の可否を決定したときは、 武豊町三世代同居等促進補助

金交付決定通知書（様式第２号）又は 武豊町三世代同居等促進補

助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するも

のとする。  

２  町長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合に

おいて、当該補助金の交付について 次に掲げる条件を付すことが

できる。  

（１）この要綱を遵守すること。  

（２）前項による交付決定通知書を受領後、 交付決定日から起算

して３年間継続して補助対象住宅に居住すること。ただし、町

長が特に認めた場合はこの限りではない。  

（３）世帯構成員のうち納税義務のある者全員が、前項による交

付決定通知書を受領後、 交付決定日から起算して ３年を経過

する日まで町税を滞納しないこと。  

 （実績報告）  

第 10条  実績報告は、交付申請をもって、これに代えるものとする。  

２  補助金の額の確定の通知は、第９条第１項に規定する武豊町三

世代同居等促進補助金交付決定通知書をもって、これに代えるも

のとする。  

（補助金の請求及び交付）  

第 11条  町長は、第８条の規定による申請があったときは、第９条

第１項の規定により通知した 交付決定額について請求があったも

のとみなし、補助金を交付するものとする。  

 （交付決定の取消し及び補助金の返還）  



第 12条  町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既

に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。  

（１）虚偽の申請その他の不正な行為により、交付決定を受けた

とき。  

（２）補助金の交付決定内容、これに付した条件、その他法令又は

この要綱に違反したとき。  

（３）交付決定後３年以内に補助対象住宅を譲渡又は貸し付けた

とき。  

（４）前３号に掲げるもののほか、 町長が不適当と認める事由が

生じたとき。  

 （その他）  

第 13条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な

事項は、町長が定める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

 （要綱の失効）  

２  この要綱は、令和 11年３月 31日限り、その効力を失う。ただし、

第９条第２項第２号及び第３号並びに第 12条の規定は、同日以後

もなお効力を有する。  

   附  則  

 この要綱は、令和６年４月 26日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和８年３月 31日から施行する。  

 


